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市
で
は
、
小
学
6
年
生
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
を
対
象
に
、
児
童
手
当
を
支
給
し
て
い

ま
す（
所
得
制
限
あ
り
。
限
度
額
は
下
表
参
照
）。

4
月
に
乳
幼
児
加
算
が
創
設
さ
れ
、
6
月
支
給

分
か
ら
3
歳
未
満
の
第
1
子
と
第
2
子
の
児
童
手

当
の
額
が
倍
増
し
ま
し
た（
詳
し
い
内
容
は
、「
広

報
や
ま
と
」
4
月
15
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

こ
れ
に
よ
り
支
給
月
額
は
、
出
生
順
位
に
か
か
わ

ら
ず
3
歳
未
満
が
一
律
1
万
円
、
3
歳
以
上
は
第

1
子
と
第
2
子
が
5
千
円
、
第
3
子
以
降
が
1
万

円
と
な
り
ま
し
た
。

受
給
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
申
請
の
人

と
、
前
年
度
は
所
得
制
限
を
超
過
し
て
受
給
で
き

な
か
っ
た
人
は
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
育
成

課
で
認
定
請
求
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

現
在
受
給
し
て
い
る
人
は
、
6
月
上
旬
に
児
童

手
当
現
況
届
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
6
月
末
ま
で

に
同
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
公
務

員
の
か
た
は
勤
務
先
で
の
申
請
と
な
り
ま
す
。

6
月
か
ら
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
5
月
中

の
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
早
め
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
児
童
手
当
の
受
給
資
格

・
小
学
6
年
生
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

・
平
成
18
年
分
の
所
得
額（
給
与
以
外
に
所
得
が

な
い
人
は
、
平
成
18
年
分
源
泉
徴
収
票
の「
給

与
所
得
控
除
後
の
金
額
」）か
ら
8
万
円
を
引
い

た
額
が
下
表
の
金
額
未
満
の
人

産
婦
人
科
の
分
べ
ん
制
限
を
し
ま
す

市
立
病
院
で
は
、
産
婦
人
科
医
師
の
欠
員
に
よ

り
、
7
月
か
ら
分
べ
ん
予
約
を
制
限
し
ま
す
。

同
病
院
で
分
べ
ん
を
希
望
す
る
か
た
が
予
約
で

き
な
い
場
合
、
担
当
医
が
他
院
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

市
は
今
後
、
産
婦
人
科
医
の
確
保
に
全
力
を
尽

く
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◇

問
い
合
わ
せ
は
、
市
立
病
院
医
事
課
1（
2
6
0
）

0
1
1
1
、

ijika

へ
。

入
院
診
療
費
と
人
間
ド
ッ
ク
の
支
払
い
で

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
利
用
で
き
ま
す

市
立
病
院
で
は
、
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
を

図
る
た
め
、
5
月
1
日
か
ら
入
院
診
療
費
と
人
間

ド
ッ
ク
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

詳
し
い
内
容
は
、
会
計
窓
口
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

利
用
で
き
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
▼

V
IS
A

、M
a
s
t
e
rC
a
rd

、J
C
B

、

A
M
E
R
IC
A
N
E
X
P
R
E
S
S

（
順
不
同
）

◇

問
い
合
わ
せ
は
、
市
立
病
院
総
務
課
1（
2
6
0
）

0
1
1
1
、

b-soum
u

へ
。

◆
申
請
時
に
必
要
な
も
の

①
申
請
者
名
義
の
金
融
機
関（
郵
便
局
を
除
く
）

の
口
座
番
号（
児
童
の
口
座
は
不
可
）、
②
印
鑑
、

③
平
成
19
年
1
月
1
日
現
在
、
他
市
町
村
に
住
ん

で
い
た
人
は
、
1
月
1
日
現
在
の
住
所
地
の
役
所

で
発
行
し
た
平
成
19
年
度
所
得
証
明
書
1
通
、
④

厚
生
年
金
等
加
入
者
は
、
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー

（
勤
務
先
の
記
載
が
な
い
場
合
は
、
後
日
年
金
加

入
証
明
書
の
提
出
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
）

※
③
④
は
、
申
請
後
の
提
出
も
可
。

◇

問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
育
成

課
児
童
福
祉
担
当
1（
2
6
0
）
5
6
0
8
、

ikusei

へ
。

国
は
、
厚
木
飛
行
場
を
離
着
陸
す
る
航
空
機
の

騒
音
を
防
止
・
軽
減
す
る
た
め
、
住
宅
防
音
工
事

の
助
成
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
対
象
と
な
る
区
域

（
第
一
種
区
域
）を
、
昨
年
1
月
に
見
直
し
ま
し
た
。

こ
の
見
直
し
に
よ
り
、「
工
法（
工
事
の
内
容
）

が
変
更（
第
Ⅰ
工
法
か
ら
第
Ⅱ
工
法
）と
な
る
区
域
」

や
「
外
郭
防
音
工
事
対
象
範
囲
が
変
更
と
な
る
区

域
」
の
対
象
住
宅
に
お
住
ま
い
で
、
住
宅
防
音
工

事
を
希
望
す
る
か
た
は
、
平
成
19
年
7
月
31
日

（
当
日
消
印
有
効
）ま
で
に
「
希
望
届
」
を
国
に
提
出

し
な
い
と
、
従
来
の
工
事（
防
音
工
事
・
機
能
復
旧

工
事（
エ
ア
コ
ン
等
取
り
替
え
））が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
従
来
の
工
事（
防
音
工
事
）は
、
昭

和
61
年
9
月
10
日
ま
で
に
建
設
さ
れ
た
住
宅
が
対

象
で
す
。
ま
た
、
従
来
の
工
事（
機
能
復
旧
工
事
）

は
、
平
成
9
年
7
月
31
日
ま
で
に
完
了
し
た
防
音

工
事
で
設
置
し
た
エ
ア
コ
ン
等
が
上
記
期
限
ま
で

に
故
障
し
た
も
の
が
対
象
で
す
。

詳
し
い
内
容
は
横
浜
防
衛
施
設
局
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.m
o
d
.g
o
.jp
/d
fa
b
/

yokoham
a/jyutakubouon/0

0
_m
inaos

hi.htm

）に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

◇

問
い
合
わ
せ
は
、
横
浜
防
衛
施
設
局
施
設
対
策
第

三
課
、
防
音
工
事
は
1
0
4
5（
2
1
1
）7
3
9

7
、
機
能
復
旧
工
事
は
1
0
4
5（
2
1
1
）7
1

3
9
へ
。

4
月
か
ら
乳
幼
児
加
算
が
創
設

児
童
手
当
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

住
宅
防
音
工
事
に
関
す
る
お
知
ら
せ

市
立
病
院
か
ら
の
お
知
ら
せ

※4人以上の場合は一人増すごとに38万円を加算。
※平成19年度（平成18年中）の所得額から8万円を引いた額
が表中の金額未満の場合に支給されます。ただし、4
月・5月分については、平成18年度（平成17年中）の所得
額で判定します。
※扶養人数は、平成18年中（4月・5月分は平成17年中）の
扶養者の合計です。
※各種控除（医療費、寡婦（夫）、障害者など）を受けた人は、
所得からこれらの控除相当額を差し引くことができます。

扶養人数

扶養人数別の所得制限限度額

0人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円

国民年金加入者 厚生年金等加入者


